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●司会者

津村寛司会長

●ソング

大きな栗の木の下で

●ゲスト
田辺海上保安部

部長 児嶋峯男様

●ヴィジター

野村義夫君（御坊ＲＣ）

米山奨学生（御坊南ＲＣ）
和歌山大学４年

タイ.チン.ミン様

（ベトナム）

会員数 欠席者 出席者 出席率

総 数 84名 21名 63名

出席計算者 74名 13名 61名 82.43％

10月2日修正出席率 86.84％

出席報告

ニコニコ箱

☆田辺海上保安部長児嶋様、卓話宜しくお願いします。

･････････････････････････････････････････玉井洋

☆近日行なわれたテニス大会の県選手権で２年連続シ

ニアの部で優勝しました。･･･････････････････荷稲

"手を貸そう"

Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ２６４０ 田辺ロータリークラブ Ｃｌｕｂ Ｗｅｅｋｌｙ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ

創立 昭和２８年１月８日

2003-04年度 国際ロータリーテーマ

ジョナサンB・マジィアベＲＩ会長

４つのテスト (FOUR WAYTEST)

言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか

次回のプログラム 10/30

本日のプログラム 10/23

ＲＯＴＡＲＹ

お 祝 い

会員誕生日 10/13 永井

10/16 宮井

10/18 尾崎

10/19 伊賀

夫人誕生日 10/20 伊賀美佐子（久記）

10/21 脇村栄子（孝三郎）

結婚記念日 10/10 植田芳

10/16 柴田

お知らせ

田辺税務署

署長 今井和弘様

「税務について」

メイクアップ

会長報告

・本日、臨時理事会を持ちました。

・新会員として和田茂生様と大野理文様が理事会にて

承認されました。クラブ細則第11条第5節により会員

の皆様にお二人を通知致します。

・多屋睦夫会員より提出されていました出席義務免除

の申請が承認されました。

・10月11日第2640地区101年委員会とクラブ世界社会奉

仕委員長会議に私、津村と榎本育委員長が出席しま

した。

幹事報告

・近隣クラブの週報が届いています。

親睦活動委員会 竹本

・11/9の地区大会に出席される方は、朝７時に田辺駅

弁慶像前からバスが出ます。バス代は5,000円です。

・11/30(日)～12/1(月)に会員親睦・家族会を行います。

海上自衛隊舞鶴基地と関西電力大飯発電所を見学しま

す。11月30日朝8時出発の予定です。出欠表をお回しし

ますのでご記入お願いします。大勢のご参加よろしく

お願いします。

50周年記念誌委員会 吉田透委員長

・10/29（水）に委員会を行ないます。委員の皆さんに

は各自トレーに案内を入れておりますので万障お繰り

合わせの上、御出席宜しくお願いします。

委員会報告

10/11 第2640地区１０１年委員会（津村）

10/11 クラブ世界社会奉仕委員長会議（榎本育）

10/15 野村富、植田芳（田辺東）

北の大地 美瑛 撮影 鈴木和夫 会員
び え い
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海上保安庁は、漁業関係者の方、

またレジャーボートを持っておられ

る方や海自関係者にはなじみがあり

ましたが、最近では工作船の問題や

密輸、密航等、海外からの犯罪が多いことで新聞にも

取り上げられるようになりました。そこで一般の国民

の皆様に我々沖合いで働く海上保安官を知ってもらう

為に仕事の様子を２５分間のビデオテープにまとめま

した。このテープを見て頂く事によって皆様に我々の

仕事は陸からではなく海から陸を見るという事を知っ

ていただく契機になればと思います。

海 上 保 安 庁 5つ の 使 命

① 治 安 の 維 持
徹底した監視取締り体制で海

外から押し寄せる事案などに対

応しています。

国際化・巧妙化の一途をたど

る海上犯罪。わが国の平和・秩

序・安全を守るためには海上に

おける徹底した監視取締りが不

可欠です。海上保安庁では密輸・密航や不法操業など

の犯罪を海上で未然に食い止め、法令の励行を促し、

また不審船・工作船やテロ活動に備えるなど海上にお

ける治安の維持に全力を尽くしています。

② 海 上 交 通 の 安 全 確 保
海難を未然に防ぎ、海で安全

に過ごしていただくための活動

を行っています。東京湾や瀬戸

内海など船舶交通がふくそうす

る海域を数多く有する我が国。

船舶が安全に航海するためには

緻密な安全対策、正確な海の情

報提供、的確な航路標識の設置が欠かせません。海上

保安庁では各般にわたる安全対策を講じるとともに

「海上交通情報機構」を整備。また海で安全に過ごし

ていただくための海難防止指導やマリンレジャー事故

防止のための活動を行っています。

③ 海 難 の 救 助
迅速に捜索救助を行うための

体制を整えています。一分一秒

を争う海難救助。海上保安庁で

は海難などの発生に備え巡視船

艇・航空機を２４時間体制で配

備しています。特に転覆・火災・

沈没船内からの人命救助など特殊

海難については高度な救助技術を有する特殊救難隊が

対応します。

④ 海 上 防 災 ・ 海 洋 環 境 保 全
災害に迅速に対応し美しい海洋

環境を守るための活動を行ってい

ます。地震や水害などで陸路が寸

断された際に欠かせない海上から

の救助・救援活動。海上保安庁で

は自然災害の発生にも２４時間体

制で備えています。また海洋汚染

の監視取締りや海洋環境保全思想の普及を行い海洋環

境の保全に努めています。

⑤ 国 内 外 機 関 と の 連 携 ・ 協 力
多様化・国際化する海上保安

の動向を踏まえ幅広い連携・協

力関係を構築しています。国際

的な海上犯罪や広大な海域に及

ぶ捜索救助活動、地球規模での

海洋環境保全など、幅広い分野

にわたる海上保安業務を的確に

遂行するためには国内外機関と

の連携・協力が必須です。海上保安庁では海外研修員

の受入、専門家の派遣や諸外国との積極的な意見交換

を行うなどグローバルな海上保安業務を遂行していま

す。

海上保安庁は東京に本庁があり、全国を１１の海上

保安管区に分けて海上保安業務を行っています。それ

ぞれの管区には管区海上保安本部があり、その下には

各地に海上保安（監）部、海上保安署、航空基地、水

路観測所、航路標識事務所などを置いています。

和歌山は、第五管区に属しており田辺に海上保安部、

その下部組織として下津と串本に海上保安署が置かれ

ています。現在、田辺海上保安部は１４１名、巡視船

艇が７隻で和歌山県の海域を守っています。現在、田

辺海上保安部が一番重点を置いている業務は密輸、密

航対策であります。平成６年から８年にかけて中国か

らの密航船に狙われた時期がありました。先般も郵便

局の局長さんに集っていただいた時、郵便配達員の方

が不審な人物や船を見たら海上保安庁（１１８）に連

絡してもらえるよう協力をお願いしました。二番目に

田辺方面は京阪神方面からヨットとかプレジャーボー

トがたくさん来ます。特に夏場にその海難事故が多い

ことです。また沖合いの紀伊水道は神戸、大阪に向か

う大型船のメイン航路になっています。ここでも大型

船の海難事故が発生しております。

海上保安庁は、海を舞台に海上治安の維持、海上交

通の安全確保、海難救助、海上防災、海の環境保全な

ど「海の危機管理」の仕事を日夜弛まず行ってまいり

ました。今後ますます多様化する業務を効率的に行う

とともに国民の皆様の声を反映させながら柔軟に時代

の変化に対応できる海上保安庁を目指していきたいと

考えております。

プログラム

『 海 上 保 安 庁 の 現 状 』

田辺海上保安部

部長 児 嶋 峯 男 様

長崎県津島沖で外国密漁船
に乗り込む海上保安官

広島港西防波堤灯台

ヘリコプターから降下する
特殊救難隊

東海地方豪雨災害時のおけ
る被災者救助活動

トルコ西部地震における国
際緊急救助活動

田辺海上保安部のホームページ (平成１５年１０月１日開設)

http://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/tanabe/


